
尾張旭市監査公表第２５号 
令和８年３月３日付け尾張旭市監査公表第５号をもって公表した定例監査結果報告

について、令和８年３月３１日付け７図第７１号で教育長から措置を講じた旨の通知

がありましたので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規

定により次のとおり公表します。 
令和８年４月３０日 
 

尾張旭市監査委員　山　田　義　浩　　　　　 
 
 
　    　　　　　　　　　　　　　　尾張旭市監査委員　市　原　誠　二　　　　　 

 
教育委員会図書館 

 監 査 の 指 摘 事 項 措　置　状　況

 尾張旭市契約規則（昭和５３年尾張旭市

規則第１９号）第３２条により、同条第１

号から第７号までに掲げる場合のほか、契

約の相手方が契約を履行しないこととな

るおそれがないと市長が認めるときにも、

契約保証金の全部又は一部を免除するこ

とができる（同条第８号）。 
同課は、令和７年度図書館用図書購入の

契約について、何ら理由を示して伺うこと

のないまま、契約の相手方が契約を履行し

ないこととなるおそれがないとして、同号

の規定により契約保証金を免除としてい

た。 
契約事務を適切に実施されたい。

今後は、尾張旭市契約規則第３２条第

８号を適用するに当たり、契約保証金を

免除する理由を施行伺いに明記して契約

事務を適切に実施する。


